
　自動車税種別割は、４月１日現在の登録に基づい

て課税される税金です。

■引っ越しで住所が変わったときなどは、運輸支　

局で変更登録してください。

　次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。

＊住所が変わったとき（変更登録）

＊自動車を売買したとき（移転登録）

＊自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）

令和３年度の自動車税種別割納税通知書を確実にお

届けするために、３月中に手続きをお願いします。

■変更登録が間に合わないときは…

札幌道税事務所自動車税部にご連絡いただくか、

道税ホームページから自動車税種別割の住所変　

更手続きをしてください。

◎問い合わせ先

　札幌道税事務所自動車税部

　緯 011−746−1190 ※自動音声でご案内します。

【http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/address

　/index.htm】

■採用予定人員

　220名程度

　男性Ａ区分：125名程度　男性Ｂ区分：40名程度

　女性Ａ区分： 40名程度　女性Ｂ区分：15名程度

■受付期間

　令和３年３月１日（月）～令和３年４月２日（金）

　17時30分まで

■第一次試験日

　令和３年５月９日（日）

■第二次試験日

　６月中旬から６月下旬

やりがいをもって仕事がしたい、そんな思いを

持っている方をお待ちしています。詳細は北海道

警察ホームページ、イベント等の案内は北海道警

察採用センターのＳＮＳ（Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、ＬＩＮＥ、

Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＹｏｕＴｕｂｅ）で発信しています。

◎問い合わせ先

　留萌警察署　緯 0164−42−0110

　人事院および海上保安庁は、海上保安官大卒程度

の採用試験を下記の通り行います。

■海上保安官採用試験（広島県呉市の海上保安大学

校にて２年間の研修後配属）

○受験資格

平成３年４月２日以降生まれの方で、大学（短期

大学を除く。以下同じ）を卒業した方および令和

４年３月までに大学を卒業する見込みの方並びに

人事院がこれと同等の資格があると認める方。

○受験申込受付期間

＊インターネット

　令和３年３月26日（金）～

　令和３年４月 ７日（水）【受信有効】

＊郵送・持参

　令和３年３月26日（金）～

　令和３年３月29日（月）【消印有効】

○試験種目（第１次試験）

＊基礎能力試験（多肢選択式）

＊課題論文試験

○試験日および試験地

＊第１次試験

　令和３年６月６日（日）

＊試験地

　札幌市

※人事院インターネット専用申込アドレス

　［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］

◎問い合わせ先

　第一管区海上保安本部人事課（小樽市）

　緯 0134−27−0118

　オロロンひまわり基金法律事務所（留萌市）の弁護

士による出張無料相談会を令和３年３月16日（火）

午前10時から正午まで小平町文化交流センターに

て開催します。

　相続、離婚、不動産や賃貸借についての悩み事、

交通事故、会社に関するトラブル、成年後見、借金、

過払金などの相談に弁護士がお答えします。オロロ

ンひまわり基金法律事務所の山村晃一弁護士が相談

を伺います。

　町内で弁護士に無料で相談できる貴重な機会です。

ぜひ、ご利用ください。

　相談時間は30分で、事前予約が必要です。前日ま

でに、オロロンひまわり基金法律事務所までお電話

ください。当事務所ホームページでのメール予約も

受け付けています。

■日時

　令和３年３月16日（火）

　10時00分～正午（１枠30分）

■場所

　小平町文化交流センター２階　交流研修室３

◎予約および問い合わせ先

　オロロンひまわり基金法律事務所

　緯 0164−56−4312
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オロロン出張無料相談会のご案内

海上保安官採用試験（大卒程度）

自動車税種別割の住所変更をお忘れなく

令和３年度第１回北海道警察官
採用試験について


